
右京区選挙管理委員会告示第１５号 

昭和５１年７月２２日右京区選挙管理委員会告示第３号（公職選挙法に基づいて行う各

種選挙の投票区）の一部を次のとおり改正します。 

令和４年２月１５日 

右京区選挙管理委員会 

委員長 吉田 修  

 

第２５投票区の項中「京北上黒田町川間」の右に「，京北芹生町大廣谷，京北芹生町西

川上，京北芹生町芹生，京北芹生町杉谷，京北芹生町川上，京北芹生町焼ケ山，京北芹生

町芹生谷，京北芹生町銭谷，京北芹生町アレ田，京北芹生町伊長由利，京北芹生町大畠，

京北芹生町滝ノ片，京北芹生町イザナミ，京北灰屋町滝ノ下，京北灰屋町上ノ鳴，京北灰

屋町舌ノ本，京北灰屋町段ノ本，京北灰屋町塩野，京北灰屋町火打岩，京北灰屋町高山，

京北灰屋町由里ノ下，京北灰屋町大サコ，京北灰屋町栢谷，京北灰屋町塩ノ谷，京北灰屋

町廻り渕，京北灰屋町尾抜ケ，京北灰屋町チコリ山，京北灰屋町松尾，京北灰屋町一ノ谷，

京北灰屋町樋ノ谷」を加える。 

第２６投票区の項中「京北芹生町大廣谷，京北芹生町西川上，京北芹生町芹生，京北芹

生町杉谷，京北芹生町川上，京北芹生町焼ケ山，京北芹生町芹生谷，京北芹生町銭谷，京

北芹生町アレ田，京北芹生町伊長由利，京北芹生町大畠，京北芹生町滝ノ片，京北芹生町

イザナミ，京北灰屋町滝ノ下，京北灰屋町上ノ鳴，京北灰屋町舌ノ本，京北灰屋町段ノ本，

京北灰屋町塩野，京北灰屋町火打岩，京北灰屋町高山，京北灰屋町由里ノ下，京北灰屋町

大サコ，京北灰屋町栢谷，京北灰屋町塩ノ谷，京北灰屋町廻り渕，京北灰屋町尾抜ケ，京

北灰屋町チコリ山，京北灰屋町松尾，京北灰屋町一ノ谷，京北灰屋町樋ノ谷」を削る。 

「第２５投票区」を「第２７投票区」に改める。 

「第２７投票区」を「第２８投票区」に改める。 

「第２８投票区」を「第２９投票区」に改める。 

「第２９投票区」を「第３０投票区」に改める。 

「第３０投票区」を「第３１投票区」に改める。 

「第３１投票区」を「第３２投票区」に改める。 

「第３２投票区」を「第３３投票区」に改める。 

「第３３投票区」を「第３４投票区」に改める。 



「第３４投票区」を「第３５投票区」に改める。 

「第３５投票区」を「第２５投票区」に改める。 

「第３６投票区」を「第２６投票区」に改める。 

 

（右京区選挙管理委員会事務局） 


